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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
液体における沈殿物を制御する沈殿物制御装置であって
１）液体の流動方向と垂直方向に細長い入口部材であって、
　（ｉ）装置の前側表面を供給し、（ｉｉ）多数の比較的大きな入口開口を有する、開口
を有したシート材料の一枚シートであり、
　各入口開口は０．０１～１．０平方インチ（６．５～６５０ｍｍ２）の面積を有する、
入口部材；
２）該垂直方向に細長い出口部材であって、
　（ｉ）装置の後側表面を供給し、（ｉｉ）多数の比較的大きな出口開口を有する、開口
を有したシート材料の一枚シートであり、
　各出口開口は０．０１～１．０平方インチ（６．５～６５０ｍｍ２）の面積を有する、
出口部材；及び
３）細長い出口フィルタであって、
　（ｉ）該出口部材の内部に固定され、該出口部材に支持され、
　（ｉｉ）多数の相対的に小さなフィルタ開口を有し、さらに
　（ｉｉｉ）１００～５００ミクロンのメッシュサイズ及び０．５インチ（１２．５ｍｍ
）未満のほぼ均一の厚さを有する、
　出口フィルタ；を含み、
　該出口部材の一枚シートは該入口部材の一枚シートと一体とされた１枚の部片または互
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いに固定された別の部片であり、該出口部材と入口部材との間に細長い沈殿物収集チャン
バ（ＳＣＣ）を画定する１つの中空の柱状に形成され、該ＳＣＣは該出口フィルタのみを
含むほかは中空である、装置。
【請求項２】
液体における沈殿物を制御する沈殿物制御装置であって
１）液体の流動方向と垂直方向に細長い入口部材であって、
　（ｉ）装置の前側表面を供給し、（ｉｉ）多数の比較的大きな入口開口を有する、開口
を有したシート材料の一枚シートであり、
　各入口開口は０．０１～１．０平方インチ（６．５～６５０ｍｍ２）の面積を有する、
入口部材；
２）該垂直方向に細長い出口部材であって、
　（ｉ）装置の後側表面を供給し、（ｉｉ）多数の比較的大きな出口開口を有する、開口
を有したシート材料の一枚シートであり、
　各出口開口は０．０１～１．０平方インチ（６．５～６５０ｍｍ２）の面積を有する、
出口部材；及び
３）細長い出口フィルタであって、
　（ｉ）該出口部材の内部に固定され、該出口部材に支持され、
　（ｉｉ）多数の相対的に小さなフィルタ開口を有し、さらに
　（ｉｉｉ）１００～５００ミクロンのメッシュサイズ及び０．５インチ（１２．５ｍｍ
）未満のほぼ均一の厚さを有する、
　出口フィルタ；及び
４）細長い入口フィルタであって、
　（ｉ）該入口部材の内部に固定され、該入口部材に支持され、
　（ｉｉ）多数の相対的に小さなフィルタ開口を有し、さらに
　（ｉｉｉ）１００～５００ミクロンのメッシュサイズ及び０．５インチ（１２．５ｍｍ
）未満のほぼ均一の厚さを有する、
入口フィルタ；
　を含み、
　該出口部材の一枚シートは該入口部材の一枚シートと一体とされた１枚の部片または互
いに固定された別の部片であり、該出口部材と入口部材との間に細長い沈殿物収集チャン
バ（ＳＣＣ）を画定する１つの中空の柱状に形成され、該ＳＣＣは該出口フィルタと該細
長い入口フィルタのみを含むほかは中空である、装置。
【請求項３】
　設置部材であって、（ｉ）前記入口部材に固定され、（ｉｉ）前記装置から外側に向か
って延び、
　（ｉｉｉ）該設置部材を地中に埋設することにより前記装置を固定するために使用され
る、設置部材を有する、請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　沈殿物を含む液体の流動する流れから沈殿物を収集する方法であって、請求項１ないし
３のいずれか一項に記載の装置に流動する流れを通過させることを含み、さらに該方法は
、
（ｉ）建築現場からの液体流出を防止する、または
（ｉｉ）排水溝への瓦礫及び沈殿物の流入を制御する、または
（ｉｉｉ）互いに固定され、水平面に対して軸が３０ないし９０°の角度を形成するよう
に設置された多数の沈殿物制御装置を用いることによって、既存の土塊を安定させる、方
法。
【発明の詳細な説明】
【発明の開示】
【０００１】
関連出願の相互参照
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　本出願は、２００３年１２月１９日出願の本出願人による米国特許出願番号１０／７４
２,０７６の一部継続出願である、２００４年５月１１日出願の本出願人による出願番号
１０／８４３,０１０の一部継続出願である。これら出願の開示内容全体を、あらゆる目
的のために本明細書中に参照として包含する。
【０００２】
発明の背景
　本発明は沈殿物の制御に関する。本明細書中で使用する用語「沈殿物」は、土、砂、又
は小石などの固体の粒子状物質を意味し、液体の流動する流れの中に懸濁させることがで
きるか又は懸濁しており、液体が流動を停止したとき液体から沈降する。本明細書中で使
用する用語「沈殿物制御ロール」（本明細書中ではしばしばＳＣＲと略す）は、運搬可能
であり、（ｉ）ＳＣＲを通過する液体、通常は水の、沈殿物を含む流れから沈殿物を収集
するために、基盤、通常は地面の表面上に配置することができるか、又は（ｉｉ）既存の
土塊に向かって、或いは土塊の周辺、上、又は中を流れる水により、土塊から沈殿物が除
去されることを防止又は低減するために、例えば土、砂、小石、又は岩から成る既存の土
塊の周りに配置することが可能な物品を意味する。本明細書中で使用する用語「土塊」は
、坂、谷、浜、又は、例えば川や湖などの水域の堤を含むが、これらに限定されない。
　中に沈殿物が懸濁している液体から沈殿物を収集すること、又は既存の土塊を安定させ
て土塊が運び去られることを防止することがしばしば必要である。場合によっては、法律
により、建築現場から流出する液体から沈殿物を除去することが求められる。沈殿物を収
集する従来の方法では、流路にヘイベーラー又は編み枝を配置する。その他の方法は、例
えば米国特許第６４２２７８７号、同第６５４７４９３号、及び同第６６４１３３５号に
記述されており、これらの開示内容を本明細書中に参照として包含する。
【０００３】
発明の概要
　本発明では、
　（ａ）多数の比較的大きな開口を有し、沈殿物を含む液体の流速を低下させる入口部材
、
　（ｂ）ほぼ中空の沈殿物収集チャンバ（本明細書中ではしばしばＳＣＣと略す）、及び
　（ｃ）多数の比較的小さな開口を有する出口フィルタ
により沈殿物を含む液体を連続的に導くことにより、沈殿物を収集する。沈殿物を収集す
る目的は、例えば沈殿物が望ましくない位置に堆積するのを防止すること、又は既存の土
塊から沈殿物が除去されるのを防止することである。
　入口部材、ＳＣＣ、及び出口フィルタは、便宜上ＳＣＲとして統合される。好ましくは
、出口フィルタは、多数の比較的大きな開口を有する出口部材により支持される。一部の
実施形態では、沈殿物を含む液体の少なくとも一部は、入口部材を通過した後、ＳＣＣを
通過する前に、多数の比較的小さな開口を有する入口フィルタ、例えば入口部材の内部に
固定されて入口部材により支持される入口フィルタを通過する。
【０００４】
　ＳＣＣは「ほぼ中空」であり、本明細書で使用される用語「ほぼ中空」は、ＳＣＣが、
ＳＣＲの全容積の少なくとも５０％、例えば５０～９８％、特に少なくとも７０％、例え
ば７０～９７％、例えば少なくとも８０％、例えば８０～９６％に相当する、塞がれてい
ない容積を有することを意味する。例えば一実施形態において、出口フィルタは、出口部
材内部に固定され、場合によっては入口フィルタも入口部材内部に固定され、そうでない
場合は入口部材と出口部材との間の容積は空である。フィルタは出口部材及び／又は入口
部材に便利な方法で、例えば（ａ）接着剤（例えば、熱硬化接着剤又はホットメルト接着
剤）又は溶融接着、及び／又は（ｂ）出口部材又は入口部材と、比較的大きな開口を有す
る同一又は同様の材料の内層との間に挟み込むことにより、固定することができる。代替
的に（但し、ＳＣＣは上記で規定したように「ほぼ中空」とする）、例えば入口部材と出
口部材との間に若干の空間を占める追加の部材を設けることが可能である。そのような追
加部材は、ＳＣＣを通る液体の流れに実質的に作用しても、しなくともよい。
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　多くの場合、ＳＣＲが入口部材及び出口部材から接線方向に外側に伸びる設置部材を含
むことが好ましい。例えば建築現場からの流出液体を収集するために、ＳＣＲの軸をほぼ
水平にして設置する場合、好ましくは沈殿物を含む液体が入口部材に到達する前に設置部
材上を流れるように、地面と接触するほぼ水平な平面内に設置部材を設置することができ
る。複数のＳＣＲのアセンブリを用いる場合、設置部材を使用して隣接するＳＣＲ同士を
固定することができる。
【０００５】
　本発明の好ましい実施形態の一部において、ＳＣＲは、毎使用後、除去、洗浄及び再使
用され、繰り返し使用された後はリサイクルされる。別の好ましい実施形態においては、
ＳＣＲは既存の土塊を安定化する支持構造を形成する位置に置かれる。これらの実施形態
では、ＳＣＲは、ＳＣＲが無ければ既存の土塊から除去される沈殿物を収集することが可
能であり、また、土塊の上又は周辺を流れるか、或いは土塊に向かって流れる水、例えば
谷を下る水、或いは風及び／又はボートにより発生する波の洗い流す力を低減することが
できる。
　第１の好ましい態様において、本発明は、
　１）多数の比較的大きな入口となる開口を有する細長い入口部材；
　２）多数の比較的大きな出口となる開口を有する細長い出口部材；及び
　３）（ｉ）出口部材に、例えば固定されて支持され、
　　（ｉｉ）多数の比較的小さいフィルタ開口を有する
細長い出口フィルタ；
を備え、入口部材と出口部材との間に位置するほぼ中空の細長いＳＣＣを備えるＳＣＲを
提供する。
【０００６】
　本発明の第１の態様の一実施形態において、入口部材及び出口部材は、開口を有するポ
リマーシートの単一部品であり、開口を有するポリマーシートの重なり合う層から構成さ
れるほぼ管状の構造に成形される（例えば、ほぼ円筒形状に巻かれる）。重なり合いは、
互いに重なり合う領域を固定するのに必要な範囲、例えば０.５～６インチ（１２.５～１
５０ｍｍ）、例えば０.５～３インチ（１２.５～７５ｍｍ）に制限することが可能である
か、又はもっと広い範囲で、よって例えば出口フィルタ（及び／又は存在する場合は入口
フィルタ）の少なくとも２０％が重なり合う層間に挟まれる。また、好ましくは、開口を
有するポリマーシートが管状構造から伸びることにより、設置部材の全部又は一部が提供
される。この場合、ロールは、出口フィルタとして提供されるだけでなく設置部材の少な
くとも一部に亘って伸びるフィルタ材からなるシートを含むことが可能である。
　第２の好ましい態様において、本発明は、沈殿物を含む液体の流動する流れから沈殿物
を収集する方法を提供し、本方法は、
　（Ａ）多数の比較的大きい入口開口に流動する流れを通過させるステップであって、入
口開口は、（ａ）入口部材を貫通し、且つ（ｂ）沈殿物の少なくとも有意な部分、例えば
全部が入口部材を通過できるような大きさを有するステップ、
　（Ｂ）ステップ（Ａ）からの液体流を実質的に塞がれていないＳＣＣに通過させるステ
ップ、及び
　（Ｃ）多数の比較的小さいフィルタ開口を有する出口フィルタにステップ（Ｂ）からの
液体流を通過させるステップであって、フィルタ開口は、（ａ）フィルタを貫通し、且つ
（ｂ）沈殿物の少なくとも有意な部分がフィルタを通過できないような大きさを有するス
テップ
を含む。一般にフィルタ材は、通常の使用条件下で自己支持に十分な物理的強度を有しな
いので、本方法は更に、
　（Ｄ）出口フィルタを支持し、多数の比較的大きな出口開口を有する出口部材に、ステ
ップ（Ｃ）からの液体流を通過させるステップ
を含む。好ましくは、本発明の第１の態様で規定したように沈殿物を含む液体をＳＣＲに
通過させる。
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【０００７】
　好適な一実施形態において、流動する流れは建築現場からの流出液体である。別の好適
な実施形態において、流動する流れは既存の土塊に由来するものであり、本方法はこの土
塊から沈殿物が除去されるのを防止又は低減する。
　第３の好ましい態様において、本発明はＳＣＲ、好ましくは本発明の第１の好ましい態
様によるＳＣＲの製造方法を提供し、本方法は、
　（Ａ）ＳＣＲの加工前部材であって、
　　（ｉ）比較的大きな開口を有するシート材、及び
　　（ｉｉ）比較的小さな開口を有し、且つ開口を有するシート材の一部又は全体に固定
されるフィルタ材のシート
から構成される加工前部材を準備するステップ；
　（Ｂ）例えば巻き上げることにより、加工前部材を、ほぼ管状の本体であって、
　　（ａ）開口を有するシート材の、互いに重なり合う第１部及び第２部からなり、
　　（ｂ）フィルタ材の少なくとも一部が管状の本体の内表面の少なくとも一部に固定さ
れており、例えばフィルタ材の複数の部分が、開口を有するシート材の重なり合う第１部
と第２部との間に挟まれている
管状の本体に形成するステップ；及び
　（Ｃ）開口を有するシート材の重なり合う第１部及び第２部を互いに固定するステップ
を含む。ステップ（Ｃ）において、第１部と第２部とは便利な方法により、例えば接着剤
及び／又は溶融接着及び／又は機械的連結、例えばベルクロ様部材により、又は金属又は
ポリマー材のタイ又はフックにより、互いに固定することができる。重なり合う部分を機
械的連結手段によってのみ互いに固定する場合、連結手段を解除可能とすることにより、
機械的連結手段を解除することにより、洗浄及び／又は保管及び／又は運搬のために比較
的平坦な構造にＳＣＲを復元することができる。
　本発明の第３の態様の好適な一実施形態において、開口を有するシート材の一部、好ま
しくはフィルタ材が固定された一部を管状の本体から接線方向に伸ばすことによって、設
置部材を提供する。
【０００８】
　第４の好ましい態様において、本発明は、本発明の第３の態様の方法に用いるのに適し
た加工前部材を提供し、本前駆体は、
　（１）比較的大きな開口を有するシート材、及び
　（２）比較的小さな開口を有し、開口を有するシート材に固定されるフィルタ材のシー
ト
から構成される。そのような加工前部材はほぼ平坦であり、それによって例えばＳＣＲを
用いる現場に運搬することが容易となる。そのような加工前部材を現場で組み立てる場合
、重なり合う第１部及び第２部の互いの固定は好ましくは少なくとも部分的に機械的連結
によって達成される。
　加工前部材は、例えばほぼ長方形の、開口を有するシート部材及びそれに固定されるほ
ぼ長方形のフィルタ材のシートから構成することができ、フィルタ材のシートは、
　（ａ）開口を有するシート材のシートとほぼ同じ大きさを有し、ほぼ一致する辺で固定
される（例えば図８）か、
　（ｂ）開口を有するシート材からなるシートより実質的に小さく、４辺のうち３辺がほ
ぼ一致する（例えば図１１及び１４）ように、開口を有するシート材のシートに固定され
るか、
　（ｃ）開口を有するシート材からなるシートより実質的に小さく、フィルタ材の２つの
向かい合う辺が、開口を有する材料のシートの辺とほぼ一致する（例えば図１７及び２０
）ように、開口を有するシート材からなるシートに固定されるか、又は
　（ｄ）開口を有するシート材からなるシートの一辺の寸法より小さい第１の辺と、開口
を有するシート材からなるシートの他辺の寸法より大きい第２の辺を有し、フィルタ材の
シートの一部が開口を有するシート材料より長く伸びる（例えば図２５）ように、開口を
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有する材料に固定される。
加工前部材は、追加の成分、例えば開口を有するポリマーシート材の追加層及び／又は重
なり合う部分を互いに固定して管状の本体を形成するために使用する部材を含むことが可
能である。
　上記の（ｄ）で規定したように加工前部材を用いることによって提供される好ましい特
徴は、フィルタ材が管状の本体を越えて長軸方向に伸びることである。この伸長部分は隣
接するＳＣＲの周りに巻きつけることが可能で、よって確実に沈殿物がＳＣＲ間の接合点
を通って漏れないようにする補助補助手段となる。
【０００９】
　本発明を添付図面に例示する。これら図面は模式的な略図であって、縮尺は正確でない
。
発明の詳細な説明
　上記「発明の概要」、「発明の詳細な説明」、「実施例」、特許請求の範囲、及び添付
図面において、例えば構成要素、成分、デバイス、装置、システム及び方法のステップを
含む本発明の特定の特徴に言及する。本明細書における本発明の開示には、このような特
定の特徴のあらゆる可能な組み合わせが含まれることを理解されたい。例えば、１つの特
定の特徴が１つの特定の実施形態、１つの特定の図面、又は１つの特定の請求項に開示さ
れる場合、その特徴はまた、可能な限り他の特定の実施形態、図面、及び請求項において
、及び本発明全般において用いることが可能である。本明細書に特許請求される本発明は
、本明細書中に特に記載されない実施形態を含み、例えば、本明細書中に特に記載されて
いないが、本明細書に特に開示されている特徴と同一、同等、又は類似の機能を提供する
特徴を利用することができる。
【００１０】
　用語「備える」、「から構成される」及びその文法的同義語は、本明細書では、他の特
徴も場合により存在することを意味する。例えば、構成要素Ａ、Ｂ及びＣを「備える」（
「含む」）ＳＣＲは、構成要素Ａ、Ｂ及びＣだけを含むことも、構成要素Ａ、Ｂ及びＣの
他に１以上のその他の構成要素を含むことも可能である。本明細書で２以上の規定された
ステップを含む方法に言及する場合、特に断りのない限り、規定されたステップはあらゆ
る順序で、又は同時に遂行することが可能であり、方法は、全ての規定されたステップの
前に、規定されたステップの内の２つの間に、又は全ての規定されたステップの後に遂行
される１以上のその他のステップを含むことが可能である。後に数を伴う用語「少なくと
も」は、本明細書では、その数で始まる範囲の始まりを意味する（規定される変数に依り
、範囲には上限があるか又はない）。例えば「少なくとも２０％」は「２０％又は２０％
を超える」を意味する。本明細書において、範囲を「（第１の数）から（第２の数）」又
は「（第１の数）～（第２の数）」と規定する場合、これは下限値が第１の数であり、上
限値が第２の数である範囲を意味する。例えば、「０.５～３」は、下限値が０.５であり
、上限値が３である範囲を意味する。本明細書中で規定する数は、文脈及び表現に適切な
許容範囲を有するものと解釈すべきである。用語「多数」は本明細書中では２以上を意味
するために用いる。本明細書中で「１つの」又は「その」特徴に言及する場合、文脈上特
に必要のない限り、１又は１を超えるそのような特徴が存在し得る。
　本明細書中で２以上の構成要素（又は部分など）に言及する場合、構成要素は、文脈上
特に必要のない限り、互いに分離しているか又は２以上の特定の構成要素として作用する
単一の構造又は単一の構成要素の統合された部分であり得ることを理解されたい。
【００１１】
入口部材
　入口部材の開口（「比較的大きい入口開口」）は比較的大きいので、沈殿物の少なくと
も大部分、好ましくは全部が入口部材を通過することができ、好ましくは入口部材に向か
う液体の流速が実質的に低下する。入口部材は好ましくは、沈殿物を含む液体の流れに対
向するＳＣＲの第１部分である。必須でないが、全ての開口のサイズ及び／又は形状は同
一である場合が多い。開口はいかなる形状でもよく、例えば三角形及び平行四辺形（例え
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ば正方形などの長方形を含む）を含む多角形、円形又は楕円形である。一部の実施形態に
おいて、各開口は鋭角が６０～８２°、好ましくは７０～８０°の平行四辺形である。各
開口の面積は、例えば０.０１～１.０平方インチ（６.５～６５０ｍｍ２）、好ましくは
０.０２～０.２５平方インチ（１３～１６０ｍｍ２）、特に０.０３～０.１６平方インチ
（１９～１００ｍｍ２）、例えば０.０４～０.１平方インチ（２５～６５ｍｍ２）とし、
及び／又は最小寸法が０.１～１.０インチ（２.５～２５ｍｍ）、好ましくは０.１５～０
.５インチ（３.８～１３ｍｍ）、特に０.１５～０.４インチ（３.８～１０ｍｍ）、例え
ば０.２～０.３インチ（５～７.５ｍｍ）とすることができる。そのような開口は、実際
に、通常の沈殿物粒子の多くには殆ど又は全く抵抗を示さないが、例えば棒、カン及びプ
ラスチックボトルなどの液体に浮遊する大きな物体の通過を防止する。
　入口部材の総面積に対する固体表面積の割合が大きいほど、入口部材は沈殿物を含む液
体の流れの速度を大きく低下させる。この液体流の速度の低下に伴い、沈殿物を含む液体
は多数の方向に逸れる。これら両方の要因は、入口部材を通過する液体からの沈殿物の除
去を向上させる。しかしながら、流れの速度があまりにも低下すると、流れの一部が入口
部材を通過できなくなり、その結果、沈殿物を含む液体の一部が入口部材の頂部を越えて
流れることとなり、この部分からは沈殿物が除去されない。本発明の一部の実施形態にお
いて、入口部材の固体表面積は、これら両方の表面を入口部材に対して直角に見た場合、
入口部材の露出表面の総面積の１０～８０％、例えば２５～６５％である。
【００１２】
　入口部材は、接合点で互いに接続される多数のストランド、例えばポリマーストランド
で構成することにより、固体網目構造を提供することができ、沈殿物は該網目構造に向か
って、且つ該網目構造を通って流れる。入口部材の平面に対して直角に見た場合のポリマ
ーストランドの厚さは、例えば０.０８～０.３インチ（２～７.５ｍｍ）、例えば０.１～
０.２インチ（２.５～５ｍｍ）である。こうして、入口部材として用いるのに適した材料
は、有機ポリマーを溶融押し出しして得られる重い網目構造の形態とすることができる。
そのような網目構造の製造方法は周知であり、例えば２つの高速回転する対向する押し出
しヘッドを利用するもので、２つのヘッドの各々は、結果として得られる生成物の主軸、
即ち縦方向に対して同じ角度でポリマーストランドを押し出すように設定される。生成さ
れる網目構造は、（ｉ）互いに平行な多数の第１ストランド、及び（ｉｉ）互いに平行な
多数の第２ストランドにより規定されるほぼ平行四辺形の開口を備え、第１ストランド及
び第２ストランドは網目構造の主軸に対して同じ角度を形成している。特に、ＳＣＲの準
備に、或る程度の長さの上記網目構造の巻き上げ、或いはその他の成形により入口部材及
び／又は出口部材を提供するステップが含まれる場合、第１ストランドと第２ストランド
との間の鋭角は好ましくは６０～８２°、例えば７０～８０°である。そのような網目構
造の準備は、押し出しによる網目構造を準備するための周知の方法の修正を必要とするが
、当業者の知識と本明細書の開示内容によれば、そのような網目構造を準備することは難
しいことではない。網目構造は、網目構造の縦方向が生成されるロールを横切るように、
好ましくは巻き上げ（或いはその他成形）により準備される。
　入口部材は、好ましくは、溶融成形することが可能なポリマー組成物（即ちポリマー及
び、例えば充填剤などの従来的添加剤を含む組成物）、特に使用に際し殆ど水を吸収しな
い及び／又はリサイクル可能である及び／又は例えばカーボンブラックを２～３重量％含
むことにより耐紫外線性とした組成物で構成する。組成物に適したポリマーには、ポリオ
レフィン類、特に高密度ポリエチレン及びポリプロピレンが含まれる。ポリマーは入口部
材の一部又は全体において、例えば電子線放射に曝露することにより架橋結合することが
できる。分解可能、又は野生生物を含む環境に対して有害な物質を放出する可能性のある
ポリマー組成物、例えば可塑剤を含むポリマーの使用は避けることが好ましい。入口部材
に用いることが可能なその他の材料は、適切に開口した金属シート及び、相互連結し、場
合により合成ポリマーで被覆した金属ワイヤである。
　入口部材を同じ（又は異なる）開口を有する材料の２つ（又はそれ以上）の重なり合う
層で形成する場合、沈殿物を含む液体の流れに対する入口部材の効果は、開口を規定する
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ストランドの重なり合いの範囲に依存する。開口が全て同じ大きさであり、互いに直接重
なり合う場合、開口の有効サイズ及び２層からなる入口部材の固体表面積は、入口部材が
一方の層だけから構成される場合と殆ど同じである。一方、開口を規定する固体ストラン
ドが互い違いである場合、開口の有効サイズはもっと小さく、例えば３０～５０％減少し
、固体表面積は、例えば３０～５０％増加する。
【００１３】
出口部材
　入口部材についての上記の記述は出口部材にも当てはまる。多くの場合、出口部材及び
入口部材は、それら２つの部材とＳＣＲの残りの部分との間に望ましい関係を提供するよ
うに切断及び成形された適切な開口を有する材料の単一部片により提供される。しかしな
がら、出口部材及び入口部材は、開口を有する同じ材料の別個の部片、又は開口を有する
異なる材料の別個の部片とすることができる。
　ＳＣＲをリサイクルすることが望ましい場合、出口部材は好ましくは入口部材及びフィ
ルタ（単数又は複数）と同じ材料、又は入口部材及びフィルタ（単数又は複数）と同じバ
ッチでリサイクルすることが可能な材料で構成する。
　入口部材及び出口部材は、好ましくは、ＳＣＲが追加のサポート部材を必要としないよ
うに、十分な強度、靭性及び柔軟性を有する材料と寸法で構成される。高密度ポリエチレ
ンは、強度、柔軟性、靭性、安定性、コスト、入手可能性、リサイクル容易性、及び環境
受容性の間に良好なバランスを提供する。他の良好なポリマーには、ポリプロピレン及び
低密度ポリエチレンが含まれる。
【００１４】
フィルタ
　出口フィルタは、沈殿物を含む液体が入口部材及びＳＣＣを通過した後で、出口部材を
通過する前に、沈殿物を含む液体と接触する。一部の実施形態においては、沈殿物を含む
液体がＳＣＣを通過する前に接触する入口フィルタも設けられる。出口フィルタ及び入口
フィルタの両方を設ける場合、それらは同じフィルタ材で構成してもよいし、異なるフィ
ルタ材で構成してもよい。例えば、出口フィルタの開口を、入口フィルタの開口より小さ
くすることができる。
　入口部材（及び設けられる場合は入口フィルタ）を通して、又は越えて通過する沈殿物
は、液体の流速の低下及び／又は流れ方向の変化の結果として、又は沈殿物が出口フィル
タを通過できず、そのため出口フィルタの前面で沈降するか又は出口フィルタに保持され
て、ほぼ中空のＳＣＣ内で沈殿する。入口フィルタが設けられる場合、沈殿物は、最初入
口フィルタの前面で堆積するが、時間が経つにつれて（又は沈殿物を含む液体が急増した
場合）、沈殿物を含む液体が入口フィルタの頂部を越えて直接ＳＣＣ中に流れ、そこで更
に沈殿物が堆積する。
【００１５】
　出口フィルタで出口部材のほぼ全体を覆うことにより、ＳＣＣの容積を可能な限り大き
くすることができる。しかしながら一部の実施形態においては、出口フィルタは、例えば
出口部材の底部から、ＳＣＲの高さの少なくとも５０％、例えば５０～９０％、好ましく
は少なくとも７０％、例えば７０～９０％に亘り、出口部材の下部だけを覆う。
　入口フィルタが設けられる場合、入口フィルタは、入口部材のほぼ全体を覆うことがで
きるか、又は、例えば入口部材の底部から、ＳＣＲの高さの少なくとも２０％、例えば２
０～９０％、又は少なくとも３５％、例えば３５～８０％、又は少なくとも６０％、例え
ば６０～９０％に亘り、入口部材の下部だけを覆うことができる。入口フィルタが設けら
れる場合、入口フィルタの頂部は、出口フィルタの頂部より低い。例えば、出口フィルタ
の頂部は入口フィルタの頂部より、ＳＣＲの高さの少なくとも１０％分、好ましくは３０
％分だけ高い位置にある。別の実施形態では、ＳＣＲの頂部にフィルタ材を含まない部分
を設ける。
【００１６】
　沈殿物を含む液体の特性が予測できる場合、それに従って出口フィルタ（及び入口フィ
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ルタが設けられる場合、入口フィルタ）のメッシュサイズを含むが、それに限定されない
特性を選択することができる。一般的に、フィルタ層（単数又は複数）は、８０～６００
ミクロン、好ましくは１００～５００ミクロン、例えば約１００ミクロンのメッシュサイ
ズ（ＡＳＴＭ、Ｅ－１１により測定）を有する。そのようなフィルタは市販されている。
フィルタ材は例えば、０.５インチ（１２.５ｍｍ）未満、又は０.２５インチ（６ｍｍ）
未満の、例えば０.０１～０.０６インチ（０.２５～１.５ｍｍ）、好ましくは０.０１～
０.０５インチ（０.２５～１.３ｍｍ）、例えば０.０１５～０.０４５インチ（０.４～１
.２ｍｍ）のほぼ均一な厚さを有するシート材である。
　清浄水をフィルタ材に通過させる試験において、フィルタ材は通常、そのメッシュサイ
ズに応じて、少なくとも１０ガロン／ｆｔ２／分（０.４ｍ３／ｍ２／分）、例えば２０
ガロン／ｆｔ２／分（０.８ｍ３／ｍ２／分）以上、６０ガロン／ｆｔ２／分（２.５ｍ３

／ｍ２／分）以下、又は４０ガロン／ｆｔ２／分（１.６ｍ３／ｍ２／分）以下、例えば
１８～３５ガロン／ｆｔ２／分（０.７～１.４ｍ３／ｍ２／分）の水を通過させることが
できる。
【００１７】
　本発明に用いるフィルタ材は、流動する液体によって動かないように支持する必要があ
る。一部の実施形態では、フィルタ材を出口部材又は入口部材に固定する。代替的に又は
追加的に、入口フィルタ又は出口フィルタを内部支持部材に固定する。内部支持部材は、
例えば出口部材及び／又は入口部材と同一の開口、又は出口部材及び／又は入口部材の開
口より大きな開口を有するポリマーシートである。入口部材、出口部材、フィルタ（単数
又は複数）及び内部支持部材が設けられる場合は内部支持部材の組成が、それらを互いに
溶融接着可能な組成である場合（例えばそれらが同一の有機ポリマーからなる場合）、そ
れらを互いに、好ましくは溶融接着により、例えば分離線に沿って又は分離区域で固定す
る。代替的に又は追加的に、例えば離散線に沿って又は離散区域で、接着剤、例えば熱硬
化性接着剤又は溶融接着剤により、及び／又は機械的手段、例えばベルコ型パッチ、或い
は金属又はポリマー材のフック又はタイにより、それらを互いに固定することができる。
　フィルタ（単数又は複数）は、好ましくは合成ポリマー、特に使用に際し水を殆ど吸収
しない及び／又はリサイクル可能なポリマーで構成する。適切なポリマーには、ポリオレ
フィン、特に高密度ポリエチレン及びポリプロピレンが含まれる。ＳＣＲをリサイクルす
ることが望ましい場合、フィルタは、好ましくは入口部材及び出口部材と同じバッチでリ
サイクル可能で、且つ好ましくは入口部材及び出口部材に用いられているものと同じポリ
マーで構成する。
【００１８】
ＳＣＲ
　入口部材、フィルタ（単数又は複数）及び出口部材は好ましくは互いに固定し、よって
上記に規定したようなＳＣＲを形成する。入口部材、フィルタ（単数又は複数）及び出口
部材は便利な方法で互いに固定することができる。
　ＳＣＲは、好ましくは強靭で且つ柔軟性を有するので容易に取り扱うことができ、平坦
でない基盤にも適応するが、更に、例えば人がＳＣＲの上に立ったり、車がその上を走っ
たりするような、建築現場では避けがたい種類の荒い取り扱いによっても使用不能になら
ない。好ましくは、ＳＣＲに対し、室温７０°Ｆ（２１℃）で、その頂部の１フィート（
３００ｍｍ）の長さの部分に２００ポンド（９０ｋｇ）の重量を２０秒間に亘り均一に掛
け、その後重量を外すという試験を行った場合、重量が掛かった部分のＳＣＲの高さは、
重量が外される前では元来の高さの少なくとも２５％、しばしば少なくとも６０％又は少
なくとも７０％、例えば殆ど１００％減少し、重量が外されて１時間以内に元来の高さの
少なくとも６０％、特に少なくとも７５％まで回復する。好ましくは、入口部材及び出口
部材は、確実に追加の支持部材を必要としないように成形され、それに十分な引っ張り強
度及び曲げ強度を有する。しかしながらＳＣＲは、望ましい寸法安定性を提供するために
追加の支持部材を含むことができる。本発明のＳＣＲは、保管や運搬に適し、且つ例えば
本発明の第４の態様による加工前部材のような有用な形状に変換可能な、折りたたんだ形
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状とすることができる。
【００１９】
　好適には、ロールが殆ど水を吸収しないようにＳＣＲの全部品を製造する。例えば、好
適には、
　（ｉ）０.５時間に亘りロールを水中に完全に浸漬する、
　（ｉｉ）ロールを水から取り出す、
　（ｉｉｉ）水平な、開口を有する表面にロールを置く、及び
　（ｉｖ）０.５時間に亘り水切りのため２０℃の静止空気中にロールを放置する
試験をロールに行った場合、試験後のロールの重量は、試験前の重量の１.３倍以下、好
ましくは１.１倍以下である。
　好適には、入口部材に対して直角の角度で、清浄水をロールに向かって当てる試験にお
いて、ロールが、１０ガロン／ｆｔ２／分（０.４ｍ３／ｍ２／分）以上、例えば２０ガ
ロン／ｆｔ２／分（０.８ｍ３／ｍ２／分）以上、４０ガロン／ｆｔ２／分（１.６ｍ３／
ｍ２／分）以下の水を、入口部材の前面の面積（即ち、前面から見た場合の入口部材の面
積、例えば円筒形ロールの場合、ロールの長さ×直径）に通過させることが可能なように
、ＳＣＲを製造することが好ましい。ロールが液体をロールの末端に導くパイプとして機
能するわけではないので、このような試験（及び実際の実施）におけるロールの構造は一
般に、いかなる長さ部分についても、ロールに流入する水の容積とそこから流出する水の
容積とはほぼ等しくなる（例えば、ロールに流入する水の容積を基準として、流入量と流
出量との違いは２０％未満、好ましくは１０％未満である）ような構造である。
【００２０】
　ＳＣＲの乾燥重量は、好ましくは手作業で所定の位置へ容易に運搬し設置することがで
きるような重量である。重量は例えば、ＳＣＲの直線長さ１フィートにつき、０.２～２.
５ポンド（０.３～３.７ｋｇ／ｍ）、例えば０.３５～１.０ポンド（０.５～１.５ｋｇ／
ｍ）であり、総重量は例えば１～１５ポンド（０.４５～７ｋｇ）、好ましくは８ポンド
（３.５ｋｇ）未満である。
　本発明の管状のＳＣＲは、いかなる断面を有してもよい。必ずしもそうではないが、一
般にＳＣＲの断面は一定である。ほぼ円形の断面を有するＳＣＲは準備し易いが、その他
の断面、例えば楕円形又は多角形（例えば、三角形や、正方形を含めた長方形を含む）の
断面を有するＳＣＲも可能であり、ＳＣＲを地面上のほぼ水平な位置に設置する場合、多
角形断面の管の基礎面積を大きくすることにより、ＳＣＲの安定性が増大する。
【００２１】
ＳＣＲの末端部
　ＳＣＲの末端部は完全に開放していてもよく、又は開口を有することができる適切な末
端部材で閉鎖されていてもよい。末端部材は、ロールの物理的サポートとなって、ロール
の末端が不注意により潰される危険を軽減するように製造することができる。代替的に又
は追加的に、末端部材は、２以上のＳＣＲを一列に互いに接合してＳＣＲを延長できる
ように製造することができる。例えば、ＳＣＲの一端又は両端は、ＳＣＣ内部に装着され
、隣接するロール内部に装着可能な架橋部材を含むことができる。ＳＣＲを使用して沈殿
物を含む液体の排水溝への流れを制御する場合、ＳＣＲを通過せずに液体が排水溝に流入
することが殆ど又は全く無いように、ＳＣＲの末端を成形する及び／又は設ける（又は、
サンドバッグなどの補助的構成要素と併用する）ことができる。
【００２２】
ＳＣＲの設置部材
　上述のように、多くの場合、ＳＣＲが、ＳＣＲから外側に向かって伸びる１以上の設置
部材を含むことが好ましい。例えば建築現場からの流出液体から沈殿物を収集するために
、ＳＣＲを地面上のほぼ水平な位置に配置する場合、設置部材（単数又は複数）を通して
１以上の杭を地中に打ち込むこと、及び／又は設置部材（単数又は複数）の一部又は全体
の上に、土、砂、小石又はその他の瓦礫を散らすこと、及び／又は地面に溝を掘り、設置
部材（単数又は複数）の一部又は全体を溝中に埋設することにより、設置部材を用いて「
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キーイン（key-in）」する（即ち、ＳＣＲを固定する）ことができる。好ましくは、上方
からロールを見た平面図において、設置部材（単数又は複数）がＳＣＲの本体から外側に
伸びていることが好ましい。後述するように、ＳＣＲが複数のＳＣＲからなるアセンブリ
の一部である場合、設置部材は隣接するＳＣＲ同士を固定するために用いることができる
。後述するように、ＳＣＲを排水溝の保護に用いる場合、設置部材は排水溝の水平面を覆
う。
　好ましくは、設置部材はシート状である。設置部材は、好ましくは出口部材と同じ材料
から構成され、及び／又は出口部材の延長である。しかしながら、設置部材は開口のない
ポリマーフィルム、又は開口を有する別のシート材から作製してもよい。特に設置部材が
開口を有するポリマーシート材から作製される場合、設置部材の少なくとも一部、好まし
くは殆ど全体に亘って伸びるフィルタも含むことが好ましい。フィルタは、設置部材の上
部表面の少なくとも一部、例えば全部となり、及び／又はフィルタの一部又は全体を、下
層の開口を有するシート材と上層の開口を有するシート材との間に挟み込むことができる
。特に、ＳＣＲを硬い表面（例えば、コンクリート又はアスファルト）上に設置する場合
、設置部材は設置部材の底面の少なくとも一部となるフィルタ部材も含むことが好ましい
。フィルタ部材は、設置部材とその下に位置する表面とが接触を保つ助けとなる。設置部
材の下部表面上のフィルタは、上記で規定したように出口フィルタのためとすることがで
き、例えば出口フィルタと同じ材料から作製することができる。
　設置部材は１以上のおもしを、例えば設置部材の周辺部に含むことができ、及び／又は
、例えばＳＣＲを設置した後で、サンドバッグ等の１以上のおもしを設置部材上に配置す
ることができる。これはＳＣＲを固定する助けとなり、沈殿物を含む液体の排水溝への流
れを制御するためにＳＣＲを用いる場合、特に有用である。
【００２３】
複数のＳＣＲからなるアセンブリ
　２以上のＳＣＲを末端で互いに接合し、長手方向にＳＣＲを延長することができる。Ｓ
ＣＲ間の接合部は、接合部で（或いはそれらの間で）沈殿物の収集を行えるようなもので
あることが好ましい。接合部は、例えば、２つのＳＣＲを合わせ、場合によっては防水性
の機械的手段、例えばフック、タイ、テープ、ワイヤ又はクランプにより、及び／又はＳ
ＣＲ各々の内部に装着される管状Ｃ形架橋部材により、及び／又は溶融接着により、及び
／又は現場では多くの場合不便ではあるが接着剤により、それらを接合することにより作
製することができる。ポリマー架橋部材を用いる場合、それは開口を有しても有しなくて
もよく、例えば管状押し出し法、又はポリマー材からなる平坦なシート、例えば入口部材
及び／又は出口部材に用いたものと同一又は類似のシート材を巻き上げることにより準備
することができる。好適な一実施形態において、管状Ｃ形の開口を有する架橋部材は、隣
接するＳＣＲの開放末端中に装着することができるように、各ＳＣＲの一方の末端に固定
される。複数のＳＣＲが互いに一定の角度を形成するように接合される場合、各ロールの
末端を所望の角度に切り取ることができ、及び／又は角度の付いた管状架橋部材を用いる
ことができる。代替的に、ＳＣＲ自体が角度を持つように製造することができる。角度は
、設置部材が設けられる場合は設置部材に横方向のスリットを切り込み、そのスリットの
ところで管状部分を折り曲げることによりＳＣＲの中央に取り付けることができる。
　代替的に又は追加的に、２以上、例えば６又は８のＳＣＲを横方向に接合し、例えば多
数のＳＣＲを１方向又は２方向に並べることができる。このようなアセンブリは補強部材
を含むことができる。作製されたアセンブリは、ＳＣＲの軸をほぼ水平にするか、又は水
平に対して直角等一定の角度にすることにより、地面に配置することができる。このよう
なアセンブリは、沈殿物を含む液体の量が大量であると予測される場合、又は沈殿した物
質からなる既存の土塊が洗い流されるのを防止することが目的である場合、特に有用であ
る。全てのＳＣＲの長さが同じであっても、互いに異なってもよい。例えば、複数のＳＣ
Ｒを規則的又は不規則にずらして段差を有するアセンブリを形成することができる。多数
個のこのような段差付きアセンブリを、例えば既存の土塊の周りに、ＳＣＲの軸が水平面
に対して一定の角度を形成するようにして、多くの場合最も長いＳＣＲを既存の土塊に一
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番近づけて配置し、次いで互いに連結することにより、後述するような一種の土留め壁を
形成することができる。
　製造方法の一部として、上記のようなアセンブリを、例えば溶融接着により、及び／又
は接着剤により、及び／又は機械的手段、例えば設置部材により、及び／又はアセンブリ
の周りを包む開口を有する材料のシートによりＳＣＲを互いに連結することにより製造す
ることができる。現場では、複数のＳＣＲ（又は製造されたＳＣＲのアセンブリ）を、例
えばフック、タイ、テープ、ワイヤ、又はクランプ等の機械的手段により、及び／又は溶
融接着により、及び／又は接着剤により互いに連結することができるが、溶融接着及び接
着剤の使用は現場ではしばしば不便である。
【００２４】
既存の土塊の安定化のためのＳＣＲの使用方法
　ＳＣＲの１つの有効な使用法は、既存の土塊、例えば坂、谷、浜、又は湖、川又は運河
の堤を安定させることである。この用途のために、互いに固定され、例えば安定化させる
土塊の坂と一致するように、水平面に対して軸が３０～９０°等の一定の角度を形成する
ように設置された多数のＳＣＲからなるアセンブリを用いることが好ましい。
　場合によっては、比較的少数、例えば４～２０個のＳＣＲを互いに固定する製造方法を
用いて、設置現場まで運搬することが可能なアセンブリを準備し、その後現場で複数のア
センブリを互いに固定することが便利である。複数のアセンブリは同じであっても互いに
異なっていてもよく、個別のＳＣＲ又はさらに小さい複数のアセンブリを用いて、所望の
最終構造物を提供することができる。隣接するＳＣＲの底部及び／又は頂部に段差を付け
、且つＳＣＲの軸に対して直角、又はその他の選択された角度を形成することにより、配
置する地形にＳＣＲを適合させ、及び／又は上部を所望の形状にすることができる。
　複数のＳＣＲを適所に設置した後、安定化させる土塊中に埋設される適切な拘束装置に
それらを固定することが可能であり、及び／又はＳＣＲの少なくとも一部に土を充填する
ことにより、アセンブリに、大きな重量、強度及び剛性、並びに工場設備の寿命をサポー
トする能力を与える。
【００２５】
排水溝を保護するためのＳＣＲの使用方法
　設置部材を有するＳＣＲを使用して、排水溝への瓦礫及び沈殿物の流入を制御すること
ができ、特に、縁石の開口を通して瓦礫及び沈殿物が入り込み、道路の高さにさえぎる物
は無いが歩道で覆われている背部を有する道端の排水溝への流入を制御することができる
。排水溝はまた、車道に設置されて重い鉄格子で覆われた露出した前方部分を有すること
がある。ＳＣＲは縁石の開口を覆うように設置する。好ましくは、ＳＣＲは十分に長く、
その両端が縁石により支持される。ＳＣＲは、その頂部も歩道によって支持されるような
直径を有する。ＳＣＲが縁石の開口を殆ど覆う場合、ＳＣＲの頂部は好ましくはフィルタ
材を含まず、必要な場合は沈殿物を含む過剰な液体が比較的妨げられずに排水溝中に流入
できる。設置部材は車道まで伸びて、車道に格子がある場合、格子を覆う。設置部材が格
子上まで伸びる場合、設置部材は他の使用目的に比べて長くなければならず、例えばＳＣ
Ｒの直径の３～６倍となる。この用途に使用される設置部材は、好ましくは比較的大きな
開口を有するポリマーシート材の、２つの重なり合う層を備え、重なり合う層の間に比較
的小さな開口を有するフィルタ材の層が挟み込まれる。
【００２６】
ＳＣＲの準備
　本発明のＳＣＲは、任意の便利な方法で準備できる。本発明の第３の態様の方法は、入
口部材及び出口部材が、開口を有するシート材の単一部片の、重なり合う層から構成され
るＳＣＲを準備するための良好な方法である。この方法はまた、開口を有するシート材の
同じ部片の一部である設置部材を提供する。
　この方法の特定の一実施例では、長さ約４５インチ（１.１５ｍ）の高密度ポリエチレ
ンの網目構造の部片を、約６０インチ（１.５ｍ）幅の網目構造のロールから切り出し、
平坦なテーブル上に置く。網目構造中のポリマーストランド及び開口は、図４に示すよう
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に、約７５度の角度θ、約０.０６２インチ（１.６ｍｍ）のａ、約０.２２５インチ（５.
７ｍｍ）のｘ、及び約０.２１５インチ（５.５ｍｍ）のｙを有する。６０インチ（１.５
ｍ）の一辺を、直径約５インチ（１２５ｍｍ）及び長さ６０インチ（１.５ｍ）超の心棒
に切り込まれたスロットに挿入する。網目構造を心棒の周りにきつく巻き付けながら、網
目構造が重なり合うまで心棒を回転させる。超音波溶接ヘッドを用いて、重なり合う層を
最初の重なり合いの線に沿って溶融接着する。選択された大きさの２００メッシュ高密度
ポリエチレンフィルタシートの１以上の部片を、テーブルの網目構造上の選択された位置
に置き（フィルタシート部片の大きさと位置は、生成物に所望されるフィルタ（単数又は
複数）に応じて決定される）、網目構造に溶融接着する。網目構造（及び接着したフィル
タ材）を心棒の周りにきつく巻き付けながら、網目構造が再び重なり合うまで心棒を再び
回転させる。新しく重なり合う層を互いに溶融接着する。テーブル上に残っている５イン
チ（１２５ｍｍ）の網目構造を設置部材とする。チューブの内径より僅かに小さい直径を
有する長さ約１０インチ（０.２５ｍ）の管状スリーブを、開口を有しない高密度ポリエ
チレンシート又は網目構造から準備する。スリーブをロールの両末端に挿入することによ
り、２以上のＳＣＲを一列に接続することができる。
【００２７】
図面
　次に、図面を参照しながら説明する。図面中では同一の参照番号は同一又は類似の構成
要素を示し、図１、２、３及び７はそれぞれ異なるＳＣＲを表す。図１、２、３及び７の
各々において、網目材１とフィルタ材２は巻き上げられ、位置３において、溶融接着等に
より互いに固定されており、網目構造のフラップ４は設置部材として巻き上げないままに
しておく。図１～３において、網目材１の重なり合う部分１１ａ及び１１ｂ（図２では更
に重なり合う部分１１ｃ）は出口部材を構成し、出口フィルタ２１をそれらの間に挟んで
有する。重なり合う部分１２ａ及び１２ｂは入口部材を構成し、図２及び３では（図１で
は異なる）入口フィルタ２２をそれらの間に挟んで有する。図２において、入口フィルタ
は、出口フィルタの上部より下の高さまで伸び、よって上部にフィルタの無い部分を残し
ている。図３では、出口フィルタ及び入口フィルタは、ＳＣＲの外周に連続するフィルタ
を形成する。図７では、重なり合いの範囲は、重なり合う区域を互いに固定するために必
要な範囲だけに制限され、フィルタ２１が上方に延びて設置部材の上表面を形成している
。図１～３及び７の各々において、ＳＣＣ６は、入口部材及び出口部材によって封入され
る。
　図４は、本発明の入口部材及び出口部材に用いることが可能なポリマー網目構造の一実
施例の平面図である。網目構造は、図４に垂直方向の矢印で示される縦方向への押し出し
により形成する。ポリマーストランドの厚さをａで、平行四辺形の開口の鋭角をθで、ポ
リマーストランドに平行な大きい方の辺の寸法をｘで、及びポリマーストランドに平行な
小さい方の辺の寸法をｙで表す。
【００２８】
　図５及び６は、図３に示すような、長さの異なるＳＣＲ６個で形成されたアセンブリの
、それぞれ平面図と側面図である。ＳＣＲは、位置７Ａ～７Ｆにおいて各設置部材４Ａ～
４Ｆを隣接するＳＣＲに溶融接着することにより互いに接合されている。
　図８～２２において、ほぼ平坦な加工前部材は網目構造１、及び網目構造の全体（図８
～９）又は選択された部分（図１１～１２、１４～１５、１７～１８及び２０～２１）に
亘って伸びるフィルタ材２を備える。加工前部材は、図８、１１、１４、１７及び２０の
矢印で示される方向に巻き上げることができ、その結果加工前部材が重なり合う部分を位
置３で互いに固定することにより、ＳＣＣ６及び設置部材４を提供する。図２０において
、加工前部材は図２２に示す生成されたＳＣＲの設置部材の上表面を形成する、網目構造
４１の上層も含み、これは、沈殿物を含む液体の排水溝への流入を制御する用途に特に適
している。
【００２９】
　図２３において、土塊の坂２３２は、ＳＣＲのアセンブリ２３３により安定化されてい
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る。ＳＣＲの底部は坂の底部に掘られた溝２３１内に配置される。
　図２４及び２５では、図２２に示される型のＳＣＲを使用して、縁石２４４を有する歩
道２４３と境界を接する道路２４２に設置された排水溝２４１中への、沈殿物を含む水の
流入を制御している。排水溝は、縁石中の開口からの流入がある、歩道下部の後方部分を
除き、格子２４５（その外周を図２５の破線で示す）で覆われている。ＳＣＣ６が縁石の
開口を覆い、縁石の隣接部分と接触する。設置部材４が鉄格子２４５を覆い、道路の隣接
部分に伸びる。
【００３０】
　図２６において、ほぼ平坦な加工前部材は、網目構造１、及び網目構造から伸長して網
目構造の選択された部分に亘って伸びるフィルタ材２を備える。加工前部材は、矢印によ
って示される方向に巻き上げることができ、その結果得られた前駆体の重なり合う部分を
位置３において互いに固定することにより、図２７に示すようなＳＣＣ６及び設置部材４
が提供される。
　図２８及び２９は、図２７に示すＳＣＲと類似のＳＣＲを表すが、このＳＣＲには、Ｃ
形の、開口を有する架橋部材９が固定されている。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明のＳＣＲの断面図である。
【図２】本発明のＳＣＲの断面図である。
【図３】本発明のＳＣＲの断面図である。
【図４】典型的な入口部材の露出表面の部分平面図である。
【図５】図３に示すＳＣＲ６個により構成されるアセンブリの平面図である。
【図６】図３に示すＳＣＲ６個により構成されるアセンブリの側面図である。
【図７】本発明のＳＣＲの断面図である。
【図８】本発明の第４の態様による加工前部材の上面図である。
【図９】本発明の第４の態様による加工前部材の断面図である。
【図１０】図８及び９に示す加工前部材を巻き上げ、重なり合う区域を固定することによ
り作製できるＳＣＲの断面図である。
【図１１】本発明の第４の態様による別の加工前部材の上面図である。
【図１２】本発明の第４の態様による別の加工前部材の断面図である。
【図１３】図１１及び１２に示す加工前部材を巻き上げ、重なり合う区域を固定すること
により作製できるＳＣＲの断面図である。
【図１４】本発明の第４の態様による更に別の加工前部材の上面図である。
【図１５】本発明の第４の態様による更に別の加工前部材の断面図である。
【図１６】図１４及び１５に示す加工前部材を巻き上げ、重なり合う区域を固定すること
により作製できるＳＣＲの断面図である。
【図１７】本発明の第４の態様による更に別の加工前部材の上面図である。
【図１８】本発明の第４の態様による更に別の加工前部材の断面図である。
【図１９】図１７及び１８に示す加工前部材を巻き上げ、重なり合う区域を固定すること
により作製できるＳＣＲの断面図である。
【図２０】本発明の第４の態様による更に別の加工前部材の上面図である。
【図２１】本発明の第４の態様による更に別の加工前部材の断面図である。
【図２２】図２０及び２１に示す加工前部材を巻き上げ、重なり合う区域を固定すること
により作製できるＳＣＲの断面図である。
【図２３】土の堤を安定化するのに用いられるＳＣＲアセンブリの断面図である。
【図２４】沈殿物を含む液体の排水溝への流れを制御するために用いられるＳＣＲの断面
図である
【図２５】沈殿物を含む液体の排水溝への流れを制御するために用いられるＳＣＲの平面
図である。
【図２６】本発明の第４の態様による別の加工前部材の上面図である。
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【図２７】図２６に示す加工前部材を巻き上げ、重なり合う部分を固定することにより作
製できるＳＣＲの平面図である。
【図２８】図２７に示すＳＣＲに類似するが、架橋部材が固定されているＳＣＲの平面図
である。
【図２９】図２７に示すＳＣＲに類似するが、架橋部材が固定されているＳＣＲの端面図
である。
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